
 

平成２７年１０月２８日 

主 税 局 

   

 

都・区市町村で「オール東京ネット公売下見会 in 都庁」を初開催！ 

～版画、腕時計など様々な公売財産を一同に展示します！～ 
 

 

都と区市町村は、平成２４年度に個人住民税徴収対策会議を発足し、広域的な取組など、連携し

て徴収率向上を目指しています。 

平成２７年度は、毎年１２月に実施している「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」の取組の一環

として、「オール東京ネット公売下見会 in都庁」を初めて開催いたします。版画や腕時計など、都

と区市町村が保管している様々な公売財産（動産）を一斉に展示し、より効果的な公売の実施を図

ります。つきましては、下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 日 時 

平成２７年１１月６日（金） 午前１０時から午後３時まで 

 

２ 場 所 

東京都庁第二本庁舎１階 二庁ホール 

 

３ 参加団体 

 東京都及び区市町（計１２団体）（※変更になる可能性があります） 

  

４ 展 示 品 

 版画５点、腕時計６点など計１３８点（※変更になる可能性があります） 

 

５ 開催内容 

裏面「オール東京ネット公売下見会 in都庁の概要」のとおり 

 

６ 取材について 

下見会は公開です。取材を希望される社は、１１月５日（木）午後５時までに、別紙「取材申込

書」により、ファックス（03-5388-1314）にてご連絡ください。取材の際は、自社腕章を必ず着用

の上、開催時間中に、二庁ホール前の受付にお越しください。 

（問合せ先） 

主税局徴収部個人都民税対策課 

直通：03-5388-3029 



○ オール東京ネット公売下見会 in都庁の概要 

 

○ 下見会とは 

都及び都内区市町村が、税金の滞納処分として差し押さえた様々な物品（動産）を、インターネットオークションで公

売します。公売に先立ち、出品する公売財産を一般に公開し、直接見ていただくことを目的として、下見会を開催します。 

なお、公売によって落札された物品の買受代金は、未納の税金などの支払いに充てられます。 

 

○ 主な展示品 

 当日は、以下の物品をはじめ、様々な物品（計１３８点）が展示されます。 

（※展示品については変更となる可能性があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
○ 税のポスター展も同時開催 

  当日は会場内にて、都内区市町村が作成した税の啓発ポスターを展示します。また、オール東京で使用する個人住民

税ＰＲキャラクターである「ぜいきりん」も会場でお待ちしております。 

・「ぜいきりん」について 

 オール東京での取組を示し、また親しみをもってもらえるよう、昨年度誕生した、 

個人住民税ＰＲキャラクターです。頭の角は都内全 62区市町村の数字を示し、 

尾は都の木であるいちょうを表しています。 

 

 

 

参考 １ ＜個人住民税徴収対策会議とは＞ 

平成 24年 5月に新たな連携強化の仕組みとして発足し、都と区市町村が連携し、広域的な取組や共通する課題の検討、

対応策の推進を図り、徴収率向上を目指して行動しています。 

 

参考 ２ ＜オール東京滞納 STOP強化月間とは＞ 

 安定した税収確保と納税の公平性確保を目指して、毎年１２月に都と区市町村が連携した広報や催告による納税推進、

差押えやタイヤロック、捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策を行っています。 

 

 

 

  

取組に使用している 
共通のロゴマーク 

個人住民税ＰＲキャラクター「ぜいきりん」 

【会場】第二本庁舎地図      

オメガ製 腕時計 

「スピードマスター」 

ＪＯＨＮ ＬＥＮＮＯＮ 

「The Hug」 シルクスクリーン 


